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公
法
判
例
研
究
会
一
)

下

井

康

史

期
限
付
任
用
公
務
員
の
再
任
用
拒
否

鹿
児
島
地
判
昭
和
六
三
年
一
二
月
一
九
日
行
政
事
件
裁
判
例
集
三
九
巻

一
一
一
号
一
五
四
一
頁
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
七

O
四
号
二
一
三
頁
。

〔
事
実
〕
原
告
X
は
、
昭
和
五
五
年
九
月
一
日
に
被
告
Y
(
垂
水
市
)
に

家
庭
奉
仕
員
と
し
て
任
期
一
年
で
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
引
き
続
き

Y
の
福

祉
事
務
所
に
勤
務
し
て
い
た
。
家
庭
奉
仕
員
と
は
、
老
人
福
祉
法
二
一
条

に
基
づ
き
、
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

老
人
の
日
常
生
活
の
世
話
を
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
な
う
者
で
あ

り、

Y
市
で
は
、
福
祉
事
務
所
長
の
監
督
下
に
お
か
れ
、
月
曜
か
ら
金
曜

ま
で
週
五
日
、
毎
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
勤
務
す
る
と
い
う
形

態
を
と
っ
て
い
た
。
任
期
は
一
年
で
あ
っ
た
が
再
任
用
が
許
さ
れ
て
お
り
、

本
人
が
希
望
す
る
か
ぎ
り
再
任
用
さ
れ
る
の
が
実
態
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で

本
人
の
希
望
に
反
し
て
再
任
用
を
拒
否
さ
れ
た
事
例
は
な
か
っ
た
。

X
も

繰
り
返
し
再
任
用
さ
れ
て
き
た
が
、
選
挙
で
新
た
に
選
出
さ
れ
た
新
市
長

の
意
向
に
よ
り
昭
和
六
二
年
度
の
再
任
用
を
拒
否
さ
れ
て
、
昭
和
六
二
年

三
月
二
二
日
か
ぎ
り
で
任
用
を
打
ち
切
ら
れ
た
。
そ
こ
で
X
は
、
本
件
再

任
用
拒
否
は
選
挙
で
敗
れ
た
前
市
長
を
X
が
応
援
し
て
い
た
こ
と

(
X
は

こ
の
事
実
を
否
認
し
て
い
る
)
を
理
由
と
す
る
報
復
措
置
で
あ
り
、
違
法

無
効
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
ど
お
り
家
庭
奉
仕
員
と
し
て
の
身
分
を
有
す

る
こ
と
を
主
張
し
て
、
家
庭
奉
仕
員
と
し
て
の
地
位
確
認
お
よ
び
報
酬
の

支
払
い
を
求
め
て
出
訴
し
た
。

X
は
、
再
任
用
拒
否
が
違
法
で
あ
る
場
合
に

X
が
従
来
ど
お
り
家
庭
奉

仕
員
の
身
分
を
有
す
る
理
由
と
し
て
、
①
家
庭
奉
仕
員
の
任
用
は
、
形
式

上
は
一
年
の
期
限
を
付
し
た
任
用
で
あ
る
が
、
実
質
は
期
限
の
定
め
の
な

い
も
の
で
あ
り
、
再
任
用
拒
否
は
免
職
処
分
で
あ
る
こ
と
、
②
期
限
付
任

用
で
あ
る
と
し
て
も
、

X
に
は
再
任
用
を
期
待
す
る
利
益
が
あ
る
こ
と
、

③
家
庭
奉
仕
員
が
特
別
職
の
非
常
勤
職
員
で
あ
る
と
し
て
も
、
再
任
用
拒

否
に
は
権
限
濫
用
が
あ
る
こ
と
、
を
主
張
し
た
。
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判例研究

〔
判
旨
〕
山
「
地
方
公
共
団
体
に
労
務
を
提
供
し
、
そ
の
反
対
給
付
と

し
て
給
与
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
地
方
公
務
員
と
解
さ
れ

る
と
こ
ろ
(
中
略
)
家
庭
奉
仕
員
は

Y
が
実
施
し
て
い
る
家
庭
奉
仕
員
派

遣
事
業
に
労
務
を
提
供
し
、
そ
の
反
対
給
付
と
し
て
毎
月
定
額
の
報
酬
を

受
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
方
公
務
員
で
あ
」
り
、
「
Y
が
実
施

し
て
い
る
家
庭
奉
仕
員
の
任
用
要
件
、
手
続
、
職
務
内
容
、
勤
務
実
態
等

に
よ
れ
ば
(
中
略
)
家
庭
奉
仕
員
の
職
は
、
臨
時
ま
た
は
非
常
勤
の
嘱
託
員

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
(
地
方
公
務
員
法
三
条
三
項
三
号
)
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
、
一
般
職
の
期
限
付
任
用
職
員
で
あ
る
と
み
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
」

印
「
地
方
公
務
員
法
上
、
い
わ
ゆ
る
臨
時
的
任
用
以
外
の
場
合
に
期
限

付
任
用
を
認
め
る
明
文
の
規
定
は
存
し
な
い
が
、
期
限
付
任
用
の
必
要
性

が
あ
り
、
そ
れ
が
地
方
公
務
員
の
身
分
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
務

の
能
率
的
運
営
を
図
ろ
う
と
し
た
地
方
公
務
員
法
の
趣
旨
に
反
し
な
い
場

合
は
期
限
付
任
用
も
許
さ
れ
る
(
最
高
裁
判
所
昭
和
三
八
年
四
月
二
日
第
三

小
法
廷
判
決
・
民
集
一
七
巻
三
号
四
三
五
頁
)
0

」

家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
の
性
格
お
よ
び
家
庭
奉
仕
員
の
職
務
内
容
か
ら

す
る
と
「
任
用
に
期
限
を
付
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事

業
の
能
率
的
運
営
が
阻
害
さ
れ
る
と
は
認
め
が
た
」
く
、
家
庭
奉
仕
員
の

期
限
付
任
用
は
、
「
そ
の
必
要
性
が
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
が
家
庭
奉
仕
員

派
遣
事
業
の
能
率
的
運
営
を
阻
害
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、

地
方
公
務
員
法
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」

印
「
期
限
付
任
用
と
期
限
の
定
め
の
な
い
任
用
と
は
、
任
用
の
要
件
、

手
続
も
異
な
り
、
現
に
、
家
庭
奉
仕
員
の
期
限
付
任
用
の
要
件
、
手
続
は

競
争
試
験
ま
た
は
選
考
を
要
す
る
期
限
の
定
め
の
な
い
一
般
職
の
職
員
に

比
し
て
極
め
て
簡
易
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
は
性
質
を
異
に
す
る

別
個
の
任
用
行
為
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
公
務
員
の
任
用
行
為
は
、
い
わ

ゆ
る
行
政
処
分
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
任
用
行

為
の
内
容
は
法
律
、
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
当
事
者
が
自
由
に
定
め

う
る
も
の
で
は
な
く
、
私
法
上
の
期
限
付
雇
用
契
約
が
反
復
継
続
さ
れ
て

い
る
場
合
と
異
な
り
、
当
事
者
の
合
理
的
意
思
解
釈
を
行
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
決
す
る
余
地
は
な
い
か
ら
、
期
限
付
任
用
を
反
復

継
続
し
て
も
期
限
の
定
め
の
な
い
任
用
に
転
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う

べ
き
で
あ
る
。
」

凶
「
本
件
の
よ
う
に
事
実
上
再
任
が
反
復
さ
れ
て
い
る
」
場
合
に
「
市

長
の
非
支
持
者
で
あ
る
こ
と
を
専
ら
理
由
と
し
て
そ
の
再
任
を
拒
否
す
る

の
は
、
市
長
に
委
ね
ら
れ
た
任
命
権
限
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
濫
用

に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
本
件
に
つ
い
て
は
そ
の

よ
う
な
事
実
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

間
「
本
件
再
任
用
拒
否
に
つ
い
て
は
右
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
も
の
の
、
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X
は
昭
和
六
二
年
三
月
三
二
日
ま
で
の
一
年
間
の
期
限
付
で
任
用
さ
れ
て

い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
日
の
経
過
に
よ
り
家
庭
奉
仕
員
と
し
て
の
地

位
を
失
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
再
任
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
例

え
再
任
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
裁
量
権
の
濫
用
で
あ
っ
て
、
違
法
と
な
る

と
し
て
も
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
な
ら
格
別
、
本
件
の
よ

う
な
地
位
確
認
請
求
お
よ
び
報
酬
支
払
い
請
求
は
い
ず
れ
も
理
由
が
な

〔
評
釈
〕

公法判例研究 (2)

本
件
は
自
治
体
に
期
限
付
で
任
用
さ
れ
た
公
務
員
が
再
任

用
を
拒
否
さ
れ
、
そ
の
拒
否
の
違
法
を
争
っ
た
事
例
で
あ
る
。
地
方
公
務

員
法
(
以
下
「
地
公
法
」
と
略
)
が
、
原
則
と
し
て
職
員
の
任
用
は
無
期

限
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
・
非
常
勤
職
員
の
任
用
を
除

き
す
べ
て
の
職
員
に
関
し
て
条
件
付
採
用
制
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
(
二

二
条
一
項
)
、
分
限
免
職
お
よ
び
懲
戒
免
職
事
由
を
法
定
し
て
職
員
の
身

分
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
(
二
八
条
、
二
九
条
文
例
外
的
に
期
限
を
付
し

た
任
用
と
し
て
臨
時
的
任
用
お
よ
び
定
年
退
職
後
の
期
限
付
任
用
の
制
度

が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
件
・
期
聞
が
限
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
(
二
二
条
二
項
、
二
八
条
の
四
第
一
項
・
二
項
)
、
等
に
徴
す
れ
ば
明

ら
か
で
あ
る
(
渡
部
吉
隆
「
判
批
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
三
八

年
度
一

O
O
頁
、
阿
部
泰
隆
他
『
地
方
公
務
員
法
入
門
』
四
回
頁
[
中
西
又
三

執
筆
]
、
古
減
誠
・
公
務
員
判
例
百
選
二

O
頁
)
。
こ
の
点
は
本
判
決
の
引
用

す
る
最
高
裁
判
決
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
臨
時

的
任
用
お
よ
び
定
年
退
職
後
の
期
限
付
任
用
の
他
に
一
般
職
の
職
員
を
期

限
付
で
任
用
す
る
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
公
法
に

は
そ
の
よ
う
な
任
用
を
認
め
る
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
否
定

的
に
解
す
る
見
解
も
あ
る
(
高
橋
清
一
・
教
育
判
例
百
選
(
第
二
版
)
一
七

九
頁
、
奥
平
康
弘
・
行
政
判
例
百
選
(
増
補
版
)
二
三
四
頁
)
。
だ
が
、
判
例

で
は
右
の
最
高
裁
判
決
が
一
定
の
要
件
の
下
で
認
め
て
お
り
、
実
務
上
も

多
く
の
自
治
体
が
期
限
付
で
一
般
職
の
職
員
を
常
勤
ま
た
は
非
常
勤
の
形

で
任
用
し
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
(
以
下
、
こ
の
よ
う
な
職
員
を
「
期
限

付
任
用
職
員
」
と
称
す
る
)
。

こ
の
よ
う
に
期
限
付
任
用
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
無
制
限
に
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
公
法
上
の
圧
用
で
あ
る
以
上
、
地
公
法
の
趣
旨

に
即
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
地
公
法
と
両
立
す

る
期
限
付
任
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
遠
藤
博
也
『
講
話
行
政
法
入
門
』

一
三
五
頁
)
。
こ
こ
で
は
特
に
地
公
法
の
定
め
る
身
分
保
障
の
原
則
と
の

調
和
が
問
題
と
な
ろ
う
。
期
限
付
任
用
が
一
時
的
な
繁
忙
期
や
臨
時
・
非

常
勤
の
職
に
つ
き
、
あ
く
ま
で
例
外
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば

問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
の
運
用
は
濫
用
気
味
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
多
く
の
期
限
付
任
用
職
員
が
、
臨
時
・
非
常
勤
の
職

の
み
な
ら
ず
、
恒
常
的
・
常
動
的
な
職
に
従
事
し
、
し
か
も
再
任
用
を
繰

北法41(3・135)1185



判例研究

り
返
し
て
同
一
の
職
務
に
何
年
に
も
わ
た
り
継
続
的
に
従
事
し
て
い
る
。

彼
ら
は
実
質
的
に
は
行
政
機
構
に
組
み
込
ま
れ
て
正
規
の
公
務
員
の
ご
と

く
勤
務
し
て
い
る
が
、
い
つ
再
任
用
を
拒
否
さ
れ
て
そ
の
地
位
を
失
う
か

わ
か
ら
ず
、
し
か
も
、
公
務
員
で
あ
る
以
上
は
労
働
基
本
権
も
制
限
さ
れ

る
と
い
う
、
非
常
に
不
安
定
な
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
運

用
は
、
身
分
保
障
の
原
則
を
定
め
る
法
の
趣
旨
を
潜
脱
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
(
鹿
児
島
重
治
『
逐
条
地
方
公
務
員
法
[
第
三
次
改
訂
版
]
』
二
一
五
頁
)
。

更
新
を
く
り
返
し
て
長
期
間
勤
務
し
て
い
る
期
限
付
任
用
職
員
は
、
今
日

全
国
の
自
治
体
に
相
当
数
存
在
し
、
「
第
三
の
公
務
員
」
(
鹿
児
島
二
六
四

頁
)
と
か
「
常
勤
的
非
常
勤
職
員
」
(
中
西
又
三
「
公
務
員
の
概
念
・
種
類

・
範
囲
」
行
政
法
大
系
9

『
公
務
員
・
公
物
』
六
七
頁
)
な
ど
と
称
さ
れ
、

自
治
体
に
と
っ
て
も
職
員
ら
に
と
っ
て
も
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
本
件
の
よ
う
に
再
任
用
を
繰
り
返
し
て
長
期
間
継
続
し
て
勤

務
し
て
き
た
職
員
が
、
あ
る
日
突
然
再
任
用
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
問
題

が
顕
在
化
す
る
。
建
前
と
し
て
は
、
再
任
用
拒
否
は
期
間
満
了
に
よ
る
任

用
行
為
の
失
効
に
す
ぎ
ず
、
相
手
方
の
法
的
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
す
行
政

処
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
再
任
用
を
繰
り
返
し
て
長
期
間
継
続
的
に
勤

務
し
て
き
た
期
限
付
任
用
職
員
に
対
す
る
再
任
用
拒
否
は
、
も
は
や
単
な

る
任
期
満
了
に
よ
る
雇
止
に
止
ま
ら
ず
、
実
質
的
に
は
免
職
処
分
と
し
て

機
能
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
期
限
付
任
用
の
再
任
用
拒
否

が
争
わ
れ
た
事
例
が
今
日
ま
で
一
定
数
集
積
さ
れ
て
お
り
、
判
例
法
理
と

い
え
る
も
の
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。
再
任
用
を
拒
否
さ
れ
た
職
員
は
、

再
任
用
拒
否
が
免
職
処
分
で
あ
る
理
由
と
し
て
川
そ
も
そ
も
期
限
付
任
用

は
違
法
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
、
当
該
職
は
期
限
付
で
任
用
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
な
い
職
で
あ
る
か
ら
、
当
該
任
用
に
期
限
を
付
す
こ
と
は
違
法

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
当
該
任
用
は
無
期
限
の
任
用
で
あ
る
こ
と
、
山
当

初
は
期
限
付
任
用
で
あ
っ
た
が
任
期
を
反
復
更
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無

期
限
の
任
用
に
転
化
し
た
こ
と
、
印
形
式
的
に
は
期
限
付
任
用
で
あ
る
が

特
段
の
事
情
の
な
い
か
ぎ
り
再
任
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、

実
質
的
に
は
無
期
限
の
任
用
で
あ
る
こ
と
、
等
を
挙
げ
る
。
そ
こ
で
の
争

点
は
①
臨
時
的
任
用
・
定
年
退
職
後
の
期
限
付
任
用
以
外
の
期
限
付
任
用

は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
許
さ
れ
る
の
か
、
②
再
任
用
を
拒
否
さ
れ
た
公
務

員
は
そ
の
矩
否
を
争
う
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
件

も
こ
れ
ら
の
点
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

二
ま
ず
、
地
公
一
法
上
期
限
付
任
用
は
い
か
な
る
場
合
に
許
さ
れ
る
の

か
、
そ
の
適
法
要
件
が
問
題
と
な
る
(
①
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
リ

l

デ
ィ
ン
グ
・
ケ

l
ス
で
あ
る
本
判
決
引
用
の
最
高
裁
判
決
は
、
「
職
員
の

任
用
を
無
期
限
の
も
の
と
す
る
法
の
建
前
は
(
中
略
)
職
員
の
身
分
を
保

障
し
、
職
員
を
し
て
安
ん
じ
て
自
己
の
職
務
に
専
念
さ
せ
る
趣
旨
に
出
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
職
員
の
期
限
付
任
用
も
そ
れ
を
必
要
と
す
る
特
段
の
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事
由
が
存
し
(
注
l
傍
点
筆
者
。
以
下
問
)
、
か
っ
、
そ
れ
が
右
の
趣
旨
に

反
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
(
中
略
〉
許
さ
れ
る
」
と
し
て
、
当
該
期
限

付
任
用
が
、
退
職
勧
奨
の
円
滑
な
運
用
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
職
員
も
期
限
を
付
す
こ
と
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
た
こ
と
、
等
の

事
情
の
下
で
は
例
外
的
に
「
違
法
と
は
い
え
な
い
」
、
と
判
示
し
た
。
公

務
員
の
身
分
保
障
を
重
視
し
、
期
限
付
任
用
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
の
認
め
ら
れ
る
余
地
を
厳
し
く
限
定
し
た

判
決
と
い
え
る
(
渡
部
一

O
O
頁
、
古
城
二
一
頁
、
高
橋
一
七
九
頁
)
。

そ
の
後
昭
和
田

0
年
代
前
半
ま
で
の
下
級
審
判
決
は
、
こ
の
最
高
裁
判

決
の
枠
組
を
忠
実
に
踏
襲
し
、
退
職
勧
奨
の
一
環
で
あ
る
場
合
(
県
立
高

校
非
常
勤
講
師
・
福
島
地
判
昭
和
田
一
年
一
月
一
七
日
行
集
一
七
巻
一
号
一

頁
〉
、
職
務
が
一
定
期
間
内
に
終
了
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
(
災
害

復
旧
工
事
の
た
め
の
技
手
・
長
野
地
決
昭
和
四

O
年
二
月
二
七
日
行
集
二
ハ
巻

公法判例研究 (2)

二
号
三

O
六
頁
、
同
本
案
長
野
地
判
昭
和
四
一
年
九
月
二
二
日
行
集
一
七
巻
九

号一

O
O
三
頁
)
に
つ
き
期
限
付
任
用
を
適
法
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

昭
和
四

0
年
代
後
半
以
降
の
下
級
審
判
決
(
国
家
公
務
員
の
場
合
も
含
む
)

は
、
右
最
高
裁
判
決
を
引
用
し
つ
つ
も
、
任
用
を
原
則
無
期
限
と
し
た
法

の
趣
旨
の
内
容
に
つ
い
て
同
判
決
と
は
異
な
る
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
。

最
高
裁
判
決
が
「
職
員
の
身
分
を
保
障
し
、
職
員
を
し
て
安
ん
じ
て
自
己

の
職
務
に
専
念
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ
る
、
と
と
ら
え
る
の
に
対
し
、
四

O

年
代
後
半
以
降
の
下
級
審
判
決
は
「
職
員
の
身
分
を
保
障
し
、
職
員
を
し

て
安
ん
じ
て
自
己
の
職
務
に
専
念
さ
せ
、
も
っ
て
公
務
の
能
率
的
運
営
に

資
す
る
こ
と
」
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
下
級
審
判
決
は
最

高
裁
判
決
の
法
理
を
実
質
的
に
修
正
し
て
、
非
常
勤
の
肉
体
的
単
純
職
務

に
つ
い
て
(
日
雇
い
工
事
人
夫
・
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
六
月
二
四
日
判
時
六

八
六
号
九
六
頁
(
こ
の
判
決
は
「
任
期
を
定
め
る
こ
と
は
特
別
の
事
情
の
な
い

か
ぎ
り
必
ず
し
も
許
さ
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
最
高
裁
判
決
の
枠

組
の
原
則
と
例
外
を
逆
転
さ
せ
て
い
る
。
中
西
「
判
批
」
自
研
四
九
巻
一
一
号

一
七
七
頁
参
照
)
、
同
控
訴
審
東
京
高
判
昭
和
四
九
年
二
月
一
九
日
判
時
七
三

六
号
九
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
四
八
年
六
月
一
四
日
判
時
七
三
六
号
一

O
六
頁
、

大
学
病
院
用
務
員
・
山
形
地
決
昭
和
五
七
年
一
月
二
八
日
労
判
カ
i
ド
三
七
九

号
九
頁
、
岡
本
案
山
形
地
判
昭
和
六
一
年
二
月
一
七
日
労
判
四
七

O
号
四
八

頁
)
、
恒
常
的
で
あ
っ
て
も
補
助
的
代
替
的
な
職
務
に
つ
い
て
(
大
学
事
務

職
員
・
札
幌
地
判
昭
和
五
三
年
七
月
二
一
日
判
時
九
一
八
号
一
二
三
頁
)
、
常

動
的
な
肉
体
的
単
純
職
務
に
つ
い
て
(
用
務
員
・
東
京
地
判
昭
和
四
七
年
五

月
二
五
日
判
時
六
八
六
号
九
二
頁
、
農
業
試
験
場
農
夫
・
長
野
地
判
昭
和
五
六

年
二
月
二
六
日
判
時
一

O
一
四
号
二
ニ
二
頁
、
同
控
訴
審
東
京
高
判
昭
和
五
八

年
一
二
月
二
一
日
判
時
一
一
一
三
号
二
ニ
七
頁
、
向
上
告
審
最
一
小
判
昭
和
六

二
年
六
月
一
八
日
労
判
五

O
四
号
一
六
頁
(
こ
の
最
高
裁
判
決
は
原
審
を
正
当

と
す
る
の
み
で
あ
る
)
。
本
判
決
の
認
定
に
従
え
ば
、
本
件
家
庭
奉
仕
員
は
こ
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の
類
型
に
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。
)
、
す
べ
て
期
限
付
任
用
を
適
法
と
し
て

お
り
、
今
日
ま
で
期
限
付
任
用
を
違
法
と
し
た
例
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
下

級
審
判
決
は
期
限
付
任
用
の
余
地
を
右
最
高
裁
判
決
よ
り
も
緩
や
か
に
認

め
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
(
古
城
二
一
頁
、
山
本
吉
人
「
官
公
労
働
に
お

け
る
臨
時
職
員
の
法
的
地
位
」
季
刊
労
働
法
一
一
七
号
九
二
頁
)
。

本
判
決
も
こ
の
よ
う
な
期
限
付
任
用
を
広
く
認
め
る
下
級
審
の
傾
向
を

踏
襲
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
右
最
高
裁
判
決
が
「
(
期
限
付
任
用
を
)
必
要

と
す
る
特
段
の
事
由
」
の
存
在
を
要
件
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
判
決

は
「
期
限
付
任
用
の
必
要
性
が
あ
り
、
そ
れ
が
(
中
略
)
地
方
公
務
員
法

の
趣
旨
に
反
し
な
い
場
合
」
は
期
限
付
任
用
が
許
さ
れ
る
、
と
す
る
。
こ

の
点
か
ら
も
期
限
付
任
用
を
さ
ら
に
広
く
認
め
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
か
。

三
次
に
、
地
公
法
上
許
容
し
う
る
期
限
付
任
用
で
あ
っ
て
も
、
職
員

が
再
任
用
あ
る
い
は
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
免
職
処
分
と

み
な
し
て
そ
の
違
法
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
、
が
問
題
と
な
る
(
②
)
。

こ
の
点
の
議
論
は
民
間
企
業
に
お
け
る
臨
時
工
等
の
短
期
雇
用
契
約
労

働
者
が
雇
止
を
争
っ
た
場
合
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
。
民
間
企
業
の
事

例
に
つ
き
最
高
裁
は
、
期
間
満
了
に
よ
る
雇
止
を
解
雇
と
同
視
し
う
る
可

能
性
を
一
定
の
場
合
に
認
め
て
お
り
(
最
一
小
判
昭
和
四
九
年
七
月
二
二
日

民
集
二
八
巻
五
号
九
二
七
頁
(
肯
定
)
、
最
一
小
判
昭
和
六
一
年
一
二
月
四
日
判

時
三
=
二
号
一
三
四
頁
(
否
定
)
、
最
二
小
判
昭
和
六
二
年
一

O
月
二
八
日
労

判
五

O
六
号
二
ニ
頁
(
肯
定
)
〉
、
そ
の
枠
組
が
判
例
法
理
と
し
て
確
立
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
期
限
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
で
あ
っ
て
も
更
新

が
繰
り
返
さ
れ
た
等
の
一
定
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
「
あ
た

か
も
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
状
態
で
存
在
し

て
い
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
の
「
雇
止
の
意
思
表
示

は
右
の
よ
う
な
契
約
を
終
了
さ
せ
る
趣
旨
の
下
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

か
ら
、
解
雇
の
意
思
表
示
と
解
し
て
解
雇
法
理
を
類
推
適
用
し
う
る
、
と

す
る
。
そ
こ
で
は
、
反
復
更
新
の
回
数
や
勤
務
期
間
の
長
短
、
就
労
の
実

態
、
雇
止
に
到
っ
た
具
体
的
事
情
等
諸
般
の
事
情
が
総
合
衡
呈
さ
れ
て
当

該
契
約
関
係
の
法
的
性
質
に
つ
き
当
事
者
間
の
意
思
解
釈
が
な
さ
れ
、
更

新
拒
否
を
解
雇
と
同
視
し
う
る
か
、
し
う
る
と
し
て
そ
れ
が
不
当
な
も
の

か
、
が
判
断
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、
短
期
雇
用
契
約
で
あ
っ
て
も
実
質
的

に
は
無
期
限
の
雇
用
契
約
で
あ
る
と
い
え
る
か
、
が
争
点
と
な
り
、
そ
の

こ
と
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
一
一
躍
止
に
解
雇
法
理
が
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
以
上
の
よ
う
に
、
判
例
は
民
間
企
業
の
短
期
雇
用
契
約
労
働
者
の
場

合
に
は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
雇
止
を
解
雇
と
同
視
し
、
そ
の
違
法
を
実

体
的
に
判
断
す
る
途
を
開
い
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
期
限
付
任
用
公
務
員
の
再
任
要
拒
否
の
場
合
に
判
例
は

ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
職
員
側
は
、
当
初
は
期
限

を
付
し
た
任
用
で
あ
っ
た
が
任
期
を
反
復
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
期
限
の
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定
め
の
な
い
任
用
に
転
化
し
た
、
あ
る
い
は
、
形
式
的
に
は
期
限
付
で
あ
っ

て
も
実
質
的
に
は
無
期
限
の
任
用
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、
再
任
用
拒
否

は
免
職
処
分
に
あ
た
る
、
と
主
張
し
て
そ
の
違
法
を
争
う
。

転
化
を
認
め
る
下
級
審
判
決
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
、
市

立
病
院
助
産
婦
に
つ
き
、
職
務
の
性
質
や
勤
務
実
態
は
正
規
の
職
員
と
変

わ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
こ
と
、
本
来
正
規
の
職
員
の
み
を
対
象
と
す
る

諸
手
当
が
交
付
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
任
期
の
更
新
は
形
式
的
で
あ
っ
た
こ

と
等
の
事
実
か
ら
、
当
初
は
期
限
付
任
用
で
あ
勺
て
も
漸
次
期
限
付
任
用

と
し
て
の
性
格
を
失
い
無
期
限
の
任
用
に
転
化
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か

ら
、
更
新
指
否
は
免
職
処
分
の
意
思
表
示
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
が
あ
る

(
免
職
処
分
違
法
と
し
て
地
位
確
認
請
求
認
容
。
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
和
四
六

年一

O
月
一
七
日
労
経
速
八
四
O
号
二
三
頁
)
。
次
に
、
市
の
臨
時
的
任
用

職
員
(
受
付
事
務
)
に
つ
い
て
、
職
務
が
恒
常
的
で
そ
の
内
容
が
正
規
の

職
員
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
ほ
ぼ
全
員
が
継
続
的
に
雇
用
さ

れ
て
き
た
こ
と
等
の
事
実
か
ら
、
被
告
市
は
、
形
式
的
に
は
期
間
の
定
め

の
あ
る
契
約
を
繰
り
返
し
て
締
結
す
る
と
い
う
方
式
を
と
っ
て
は
い
た
も

の
の
、
実
質
的
に
は
当
初
か
ら
期
間
の
定
め
の
な
い
継
続
的
な
契
約
を
締

結
す
る
意
思
を
有
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
一
雇
用
関
係
終
了

通
告
は
解
雇
に
あ
た
る
、
と
す
る
も
の
が
あ
る
(
解
雇
予
告
手
当
支
払
請

求
認
容
。
神
戸
地
姫
路
支
決
昭
和
四
八
年
五
月
二
八
日
、
同
異
義
申
立
審
神
戸

地
姫
路
支
判
昭
和
四
九
年
九
月
二
日
労
旬
八
六
七
号
五
五
頁
)
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
転
化
を
肯
定
す
る
例
は
少
数
に
止
ま
り
、
国
家

公
務
員
に
つ
い
て
も
含
め
て
下
級
審
の
大
勢
は
転
化
の
可
能
性
自
体
を
否

定
す
る
。
ま
た
、
形
式
的
に
は
期
限
付
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
は
無
期
限

の
任
用
で
あ
る
と
み
る
余
地
も
認
め
て
い
な
い
。
民
間
企
業
の
短
期
雇
用

契
約
労
働
者
の
雇
止
の
場
合
と
は
対
照
的
に
、
再
任
用
拒
否
に
至
っ
た
具

体
的
事
情
を
考
慮
し
て
そ
の
違
法
性
を
実
体
的
に
判
断
す
る
途
を
一
切
開

い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
公
務

員
の
任
用
は
法
規
に
規
制
さ
れ
る
行
政
行
為
で
あ
り
、
か
っ
、
厳
格
な
要

式
行
為
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
個
別
限
付
任
用
が
反
復
更
新
さ
れ
て
も
そ
の

内
容
は
変
化
す
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
無
期
限
の
任
用
に
転
化

は
し
え
ず
、
無
期
限
の
任
用
と
同
視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
職
員
は
期

限
満
了
に
よ
り
当
然
に
そ
の
地
位
を
失
う
の
で
あ
っ
て
、
雇
止
は
免
職
処

分
と
は
異
な
り
公
務
員
の
法
的
地
位
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、

職
員
ら
は
期
限
満
了
に
よ
り
そ
の
地
位
を
失
っ
た
結
果
、
新
た
な
任
用
行

為
の
な
い
以
上
、
た
と
え
任
命
権
者
が
再
任
用
を
し
な
い
こ
と
が
権
利
の

濫
用
で
あ
っ
て
も
当
然
に
再
任
用
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
再
任
用
拒
否
が
通
知
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
観
念
の
通

知
に
止
ま
り
、
そ
の
旨
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
通
知

を
も
っ
て
免
職
処
分
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
よ
う
な
論
拠
か
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ら
判
例
は
、
反
復
更
新
の
回
数
や
勤
務
期
間
の
長
短
、
就
労
の
実
態
、
再

任
用
拒
否
に
至
っ
た
具
体
的
な
事
情
等
を
検
討
す
る
余
地
を
一
切
認
め
て

い
な
い
(
三
で
掲
げ
た
判
例
の
他
に
、
市
立
病
院
助
産
婦
・
前
掲
福
岡
地
小
倉

支
判
控
訴
審
福
岡
高
判
昭
和
四
九
年
一
月
コ
二
日
判
時
七
四

O
号
一

O
三
頁
、

特
別
職
の
小
中
学
校
図
書
館
事
務
員
・
福
岡
地
小
倉
支
決
昭
和
五
十
二
ヰ
三
月

二
十
九
日
判
時
八
二
二
号
九
五
頁
、
岡
本
案
福
岡
地
判
昭
和
五
八
年
一
一
月
二

五
日
労
判
四
二
七
号
五
三
頁
、
同
控
訴
審
福
岡
高
判
昭
和
六

O
年
四
月
一
六
日

労
判
カ
l
ド
四
五
七
号
九
二
頁
、
郵
便
局
臨
時
雇
・
前
掲
注
〈
6
)
福
井
地
決

異
議
申
立
審
福
井
地
判
昭
和
五
一
年
三
月
一
九
日
判
時
八
二
二
号
九
九
頁
、
同

控
訴
審
名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
五
四
年
三
月
一
六
日
判
時
九
三
三
号
二
ニ
九

頁
、
同
本
案
福
井
地
判
昭
和
五
九
年
一
二
月
一
二
日
判
時
一
一
五
一
号
二
ニ

O

頁
、
同
控
訴
審
名
古
屋
高
金
沢
支
判
昭
和
六
三
年
一

O
年
一
九
日
判
時
一
二
八

九
号
一
四
八
頁
、
東
京
地
判
昭
和
五
四
年
四
月
二
三
日
訟
月
二
五
巻
八
号
二
二

一
三
頁
、
福
島
地
判
昭
和
五
五
年
七
月
一
四
日
、
同
控
訴
審
仙
台
高
判
昭
和
五

五
年
一
一
月
一
四
日
労
判
カ
l
ド
三
五
五
号
一
九
頁
、
向
上
告
審
最
二
小
判
昭

和
五
六
年
七
月
一
七
日
労
判
カ

1
ド
三
七

O
号
一
九
頁
)
。
今
日
、
こ
の
点
に

つ
い
て
判
例
は
固
ま
っ
て
い
る
。

本
判
決
も
こ
の
よ
う
な
趨
勢
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
市
長
が

X
を
再
任

用
し
な
か
っ
た
こ
と
に
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
単
に
不
法
行
為
に

基
づ
く
領
害
賠
償
請
求
な
ら
認
容
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
み
で
あ

る
か
ら
、
結
論
に
は
な
ん
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
結
局
、
判

例
法
理
上
は
、
公
務
員
側
が
再
任
用
拒
否
の
違
法
を
実
体
的
に
争
う
こ
と

が
で
き
る
の
は
損
害
賠
償
請
求
以
外
に
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
慰

謝
料
請
求
を
認
容
し
た
例
と
し
て
、
前
掲
五
九
年
福
井
地
判
、
中
学
校
本
務
欠

日員
半IJ 補
時充
一教
三員

O 臨
号時
一的
四任
O 用
頁職

古里
E4 
償古
請屋
求地
を判
棄昭
却和
し 7τ
た三
例年
とー
し二
て月

前一

掲
札
幌
地
判
、
大
学
病
院
医
員
・
岐
阜
地
判
昭
和
六

O
年
五
月
二

O
日
判
時
一

二
八
七
号
一
五

O
頁
、
同
控
訴
審
名
古
屋
高
判
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
七
日
判

時
一
二
三
九
号
一
四
一
一
員
、
前
掲
六
二
年
最
高
裁
判
決
、
右
福
井
地
判
控
訴
審

前
掲
六
三
年
名
古
屋
高
金
沢
支
判
、
青
森
地
判
平
成
元
年
三
月
二
八
日
判
例
地

方
自
治
六
四
号
四
七
頁
(
職
種
不
明
)
。
)
。

回
以
上
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
領
害
賠
償
請
求
で
あ
れ
ば
認
容
さ
れ

る
可
能
性
を
示
唆
し
た
も
の
の
、
従
来
の
下
級
審
判
例
の
流
れ
に
沿
っ
て

期
限
付
任
用
の
余
地
を
広
く
認
め
、
再
任
用
拒
否
の
違
法
を
争
う
途
を
閉

ざ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
に
は
疑
問
が
残
る
。
以
下
、

検
討
に
入
る
。

五
ま
ず
、
①
の
期
限
付
任
用
の
適
法
要
件
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ

の
点
は
要
す
る
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
の
期
限
付
任
用
で
あ
れ
ば
地
公
法

と
両
立
す
る
適
法
な
も
の
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
任
用

北法41(3・140)1190 



公法判例研究 (2)

行
為
に
付
せ
ら
れ
る
期
限
は
行
政
行
為
の
付
款
の
一
種
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
こ
と
は
行
政
行
為
の
附
款
の
限
界
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
附

款
の
限
界
と
し
て
は
、
法
令
に
違
反
し
な
い
こ
と
、
当
該
行
政
行
為
の
授

権
法
規
の
目
的
に
違
背
し
な
い
こ
と
(
法
令
目
的
違
背
性
て
そ
の
内
容
が

行
政
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
(
比
例
原
則

適
合
性
)
、
平
等
原
則
に
反
し
な
い
こ
と
、
等
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
通
常

で
あ
る
(
田
中
二
郎
『
行
政
法
総
論

H=二
八
頁
、
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論

[
全
訂
第
二
版
]
』
一
四
九
頁
、
遠
藤
博
也
H

阿
部
泰
隆
編
『
講
義
行
政
法
I
』

一
九
六
頁
[
山
内
一
夫
執
筆
]
、
室
井
カ
編
『
現
代
行
政
法
入
門
山
〔
新
版
第

二
版
]
一
五
五
頁
〔
晴
山
一
穂
執
筆
]
等
)
。
こ
こ
で
は
、
法
令
目
的
違
背

性
が
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
任
用
は
原
則
と
し
て
無
期
限
と
す

る
地
公
法
の
趣
旨
に
反
し
な
い
場
合
の
期
限
付
任
用
で
あ
れ
ば
許
さ
れ

る
、
と
す
る
判
例
の
枠
組
は
、
公
務
員
法
の
目
的
に
違
背
し
な
い
か
ぎ
り

許
さ
れ
る
、
と
い
う
趣
旨
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

地
公
法
の
趣
旨
の
内
容
が
問
題
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
昭
和
三
八

年
最
高
裁
判
決
は
地
公
法
の
趣
旨
を
「
公
務
員
の
身
分
を
保
障
し
、
安
ん

じ
て
自
己
の
職
務
に
専
念
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ
る
と
み
る
の
に
対
し
、
本

判
決
を
含
め
た
昭
和
四

0
年
代
後
半
以
降
の
下
級
審
判
決
は
「
公
務
員
の

身
分
を
保
障
し
、
安
ん
じ
て
自
己
の
職
務
に
専
念
さ
せ
、
も
っ
て
公
務
の

能
率
的
運
営
に
資
す
る
こ
と
」
と
み
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違

は
、
公
務
員
法
の
性
格
・
構
造
の
と
ら
え
方
の
差
異
に
由
来
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
(
遠
藤
一
三
九
頁
)
。
い
ず
れ
の
理
解
が
公
務
員
法
全
体
の
趣
旨

に
よ
り
即
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
が
職
員
の
任
用
を
原
則
無
期
限
と
し
て
そ
の
身
分
を
保
障
し
て
い
る

目
的
は
、
も
っ
ぱ
ら
公
務
員
の
個
人
的
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
政
治
権
力
等
の
人
事
行
政
介
入
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
公

務
員
を
安
定
し
た
地
位
に
置
い
て
公
務
の
公
正
さ
を
守
る
こ
と
、
そ
れ
を

通
じ
て
適
切
か
つ
能
率
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
確
保
す
る
こ
と
に

あ
る
と
解
さ
れ
る
(
一
条
)
。
言
い
換
え
れ
ば
、
行
政
の
受
益
者
た
る
国

民
お
よ
び
住
民
の
利
益
を
守
る
た
め
に
こ
そ
公
務
員
の
身
分
保
障
も
認
め

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
遠
藤
一
三
五
頁
)
。
昭
和
田
0
年
代
後
半
の
判
例

の
枠
組
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
具
体
の
事
案
に
お
け
る
期
限
付
任
用
の
適
否

は
、
職
務
内
容
(
臨
時
的
な
も
の
か
恒
常
的
な
も
の
か
、
習
熟
を
要
す
る

も
の
か
)
や
就
労
形
態
(
常
勤
か
非
常
勤
か
)
等
諸
般
の
事
情
を
総
合
衡

量
し
て
決
す
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
無
期
限
任
用
が
原
別
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
判
例
は
か
な
り
緩
や
か
に
期
限
付
任
用
を
認
め

て
い
る
と
い
え
る
。
本
件
家
庭
奉
仕
員
の
場
合
、
そ
の
職
務
内
容
は
「
対

象
者
の
家
庭
を
訪
れ
て
、
住
居
等
の
掃
除
お
よ
び
整
理
整
頓
、
衣
類
の
洗

濯
お
よ
び
補
修
、
食
事
の
世
話
、
身
の
回
り
の
世
話
、
生
活
必
需
品
の
買

物
、
生
活
お
よ
び
身
上
に
関
す
る
相
談
お
よ
び
助
言
指
導
等
の
サ
ー
ビ
ス
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を
提
供
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
特
に
習
熟
を
必
要
と
し
な
い
単
純
な
も
の

で
代
替
性
の
強
い
職
務
で
は
あ
る
が
、
恒
常
的
か
つ
常
動
的
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
職
務
に
ま
で
期
限
付
任
用
を
適
法
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が

残
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
期
限
付
任
用
の
適
法
要
件
の
一
っ
と
し
て
、
最
高
裁
判
決

が
「
特
段
の
必
要
性
」
を
求
め
る
の
に
対
し
、
本
判
決
は
「
そ
の
必
要
性

が
あ
」
れ
ば
よ
い
、
と
す
る
。
抽
象
的
に
は
、
任
用
は
原
則
無
期
限
と
す

る
の
が
法
の
建
前
で
あ
る
以
上
一
、
期
限
付
任
用
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
単

な
る
「
必
要
性
」
で
は
た
り
ず
「
特
段
の
必
要
性
」
の
存
在
が
求
め
ら
れ

よ
う
(
阿
部
他
四
四
頁
[
中
西
執
筆
}
)
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
点

は
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
し
か
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
地
公
法
と
の
両

立
性
の
判
断
に
吸
収
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

六
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
い
く
ら
任
期
を
反
復
更
新
し
た
か

ら
と
い
っ
て
も
「
無
期
限
の
任
用
に
転
化
す
る
」
こ
と
ま
で
認
め
る
こ
と

は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
行
政
行
為
の
附
款
が
、
事
情
の
変
化
に
伴
な
い
消

失
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
民
間
企
業
の
短
期
雇
用

契
約
労
働
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
前
記
最
高
裁
判
決
は
、
あ
く
ま

で
「
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
実
質
的
に
異
な
ら
な
い
状
態
」
の
短
期

雇
用
契
約
で
あ
る
か
ら
、
「
雇
一
止
の
意
思
表
示
は
そ
の
よ
う
な
契
約
を
終

了
さ
せ
る
」
意
思
表
示
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
無
期
限
の
契

約
に
転
化
し
た
か
ら
麗
止
は
解
雇
と
な
る
、
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
。
ま

た
、
転
化
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
正
規
の
職
員
ほ
ど
厳
格
な
要
件
の
下
で

は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
期
限
付
任
用
職
員
が
、
長
期
間
勤

務
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
正
規
の
職
員
に
近
い
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と

に
な
り
、
成
績
主
義
の
原
則
に
抵
触
し
よ
う
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
一
定
期
間
に
わ
た
り
期
限
を
反
復
更
新
し
で
き
た

職
員
に
は
再
任
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
き
一
定
の
期
待
が
生
じ
よ
う
。
彼
ら

に
つ
い
て
は
地
位
継
続
に
つ
い
て
の
信
頼
を
あ
る
程
度
保
護
す
る
こ
と
が

必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
無
期
限
の
任
用
へ
の
転
化
は
認
め

ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
期
限
付
任
用
職
員
と
し
て
の
地
位
を
保
護
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
無
期
限
で
任
用
さ
れ
た

職
員
に
変
化
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
く
て
も
、
期
限
付
任
用
職
員
と
し

て
の
地
位
自
体
を
維
持
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
(
高
木
紘
一
「
常
動
的
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
任
用
更
新
拒
絶
の
法
的
性
質
」

労
旬
一
一
五
五
号
四
八
頁
も
問
様
の
発
想
と
思
わ
れ
る
。
)
。

七
と
こ
ろ
で
、
あ
る
論
者
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な
期
限
付
任
用
職
員

は
も
は
や
地
公
法
上
の
公
務
員
と
は
い
え
ず
、
自
治
体
と
私
法
上
の
雇
用

契
約
を
締
結
し
た
労
働
者
と
み
な
す
べ
き
で
、
民
間
企
業
の
短
期
雇
用
契

約
労
働
者
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
(
私
的
関
係
説
。
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吉
田
美
喜
夫
「
自
治
体
『
臨
職
』
に
対
す
る
任
用
更
新
の
拒
否
の
救
済
法
理
」



公法判例研究 (2)

立
命
館
法
学
一
九
八
八
年
五
・
六
号
七
二
二
一
員
、
照
井
敬
「
臨
時
・
非
常
勤
職

公
務
員
の
団
結
権
」
ジ
ュ
リ
八
五
五
号
五
七
頁
、
清
水
敏
「
地
方
公
共
団
体
に

お
け
る
臨
職
・
非
常
勤
職
員
の
法
的
地
位
」
青
木
先
生
還
暦
記
念
『
労
働
基
準

法
の
課
題
と
展
望
』
四
七
七
貰
以
下
)
。
そ
の
論
拠
は
、
期
限
付
任
用
の
多

く
は
も
は
や
地
公
法
の
予
定
す
る
任
用
の
範
囲
を
越
え
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
予
定
外
の
任
用
は
地
公
法
違
反
で
あ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
、
し
か
し

違
法
で
あ
る
か
ら
無
効
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
違
法
を
修
復
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
地
公
法
に
は
一
般
職
お
よ
び
特
別
職
以
外
の
勤
務

者
に
給
与
を
支
払
う
こ
と
を
禁
ず
る
国
公
法
二
条
六
項
の
よ
う
な
規
定
は

存
し
な
い
こ
と
、
等
に
あ
る
。

こ
の
理
論
は
実
効
的
で
あ
り
魅
力
的
で
あ
る
が
、
本
判
決
を
含
め
た
従

来
の
下
級
審
判
決
は
、
地
方
公
共
団
体
が
私
法
上
の
雇
用
関
係
を
結
ぶ
可

能
性
を
否
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
市
の
学
童
保
育
指
導
員
が
問
題
と

な
っ
た
事
案
で
、
「
地
公
法
に
よ
る
と
普
通
地
方
公
共
団
体
が
公
務
員
た

る
職
員
以
外
に
、
私
法
上
の
契
約
に
基
づ
き
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
も
の
が
あ
る
(
大
阪
地
判

昭
和
六
二
年
一
二
月
三
日
判
タ
七
六
O
号
一
三
頁
。
そ
の
他
同
様
の
判
断
を
示

す
も
の
と
し
て
、
小
中
学
校
図
書
館
事
務
員
・
前
掲
福
岡
地
小
倉
支
判
控
訴
審

福
岡
高
判
昭
和
五
五
年
三
月
二
八
日
判
時
九
七
四
号
一
三

O
頁
、
特
別
職
の
町

立
資
料
館
専
門
員
・
鹿
児
島
地
判
昭
和
六
三
年
一

O
月
二
八
日
判
例
地
方
自
治

六
回
号
四
四
頁
。
郵
便
局
職
場
へ
ル
パ

l
に
つ
い
て
の
大
阪
地
判
平
成
元
年
二

月
二
七
日
労
判
五
三
五
号
三
三
頁
も
同
旨
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
学
説
で
は
、

阿
部
他
一
一
一
良
〔
阿
部
執
筆
]
、
鹿
児
島
二
二
頁
が
否
定
し
て
い
る
)
。

私
的
関
係
説
は
期
限
付
任
用
職
員
の
多
く
が
も
は
や
地
公
法
の
予
定
す

る
公
務
員
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は

地
公
法
上
の
「
公
務
員
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

地
公
法
は
、
地
方
公
務
員
と
は
地
方
公
共
団
体
の
全
て
の
公
務
員
を
い
う
、

と
す
る
の
み
で
(
二
条
)
、
そ
れ
以
上
の
積
極
的
な
定
義
は
し
て
い
な
い
。

そ
の
範
囲
は
不
明
確
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
態
度
は
、
地
方
公
務
員

の
概
念
を
き
わ
め
て
広
く
と
ら
え
、
な
る
べ
く
多
数
の
者
を
地
公
法
の
適

用
対
象
と
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方

公
共
団
体
に
勤
務
し
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
は
一
切
地
方
公
務

員
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
阿
部
他
一

O
頁
[
阿
部
執
筆
]
、
中
西
「
公

務
員
の
観
念
・
種
類
・
範
閤
」
四
四
頁
。
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
佐
藤
功
H
鶴

海
良
一
郎
『
公
務
員
法
』
三
八
頁
、
鵜
飼
五
三
頁
、
佐
藤
達
『
国
家
公
務
員
制

度
[
第
五
次
改
訂
版
]
』
二
頁
、
鹿
児
島
他
編
・
前
掲
注

(
l
)
四
九
頁
[
尾

西
執
筆
]
)
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
前
の
官
公
吏
と
雇
用
人
と
の
区
別
を
廃
止

し
、
猟
{
目
制
を
排
し
て
成
績
制
を
導
入
し
て
公
正
な
公
務
運
営
を
確
保
し

よ
う
と
し
た
現
行
法
の
趣
旨
、
お
よ
び
職
務
の
性
質
土
地
公
法
の
諸
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
が
不
適
切
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
地
公
法
の
適
用
さ
れ

:lti去41(3・143)1193 



判例研究

な
い
特
別
職
の
公
務
員
と
し
て
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
三
条
、
四

条
)
に
即
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
あ
る
人
が
公
務
員
が
否
か
が
不

明
瞭
な
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
従
事
し
て
い
る
事
務
が
地
方
公
共
団
体
の

事
務
か
、
任
用
の
性
質
が
単
な
る
対
等
の
立
場
で
の
依
頼
か
、
報
酬
が
勤

労
の
対
価
か
謝
礼
や
実
費
弁
償
に
す
ぎ
な
い
か
、
な
ど
の
諸
点
を
検
討
し

て
決
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
任
用
、
委
嘱
あ
る
い
は
委
任

と
い
っ
た
任
命
行
為
の
形
式
・
文
言
や
常
勤
非
常
勤
、
期
限
の
有
無
等
は

問
わ
れ
な
い
(
阿
部
他
一
一
頁
[
阿
部
執
筆
]
、
鹿
児
島
一
七
頁
、
中
西
「
公

務
員
の
観
念
・
種
類
・
範
囲
」
四
四
頁
等
)
。
ま
た
判
例
に
も
、
「
一
般
的
に

言
え
ば
国
家
公
務
員
と
は
固
と
の
聞
に
勤
務
関
係
に
立
ち
、
国
の
公
務
に

公
の
根
拠
に
基
づ
い
て
従
事
し
、
国
か
ら
給
与
を
受
け
る
も
の
」
で
あ
る

と
す
る
も
の
が
あ
る
(
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
六
月
一
日
行
集
一
三
巻
六
号
一

二
O
一
頁
。
司
法
修
習
生
は
国
家
公
務
員
で
は
な
い
と
し
た
。
)
。
こ
の
よ
う

な
見
解
に
従
う
限
り
期
限
付
任
用
職
員
の
多
く
は
、
や
は
り
公
務
員
で
あ

る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、

現
行
法
の
解
釈
と
し
て
私
的
関
係
説
を
採
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

八
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
行
政
行
為
に
期
限
が
付

さ
れ
て
い
る
場
合
、
期
限
到
来
に
よ
り
当
該
行
政
行
為
は
当
然
そ
の
効
力

を
失
う
の
が
原
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
行
政
行
為
の
性
質
か
ら
、
厳

格
に
設
定
さ
れ
て
い
る
期
限
と
更
新
を
予
定
し
て
い
る
期
限
と
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
(
塩
野
宏
『
行
政
法
第
一
部
講
義
案
(
上
)
』
二
二
回
頁
。
更
新
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を
予
定
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、

F
M
放
送
実
用
化
試
験
局
免

許
・
東
京
地
判
昭
和
四
三
年
八
月
九
日
判
時
五
二
六
号
二
一
頁
、
テ
レ
ビ
局
の

放
送
免
許
・
最
判
昭
和
四
三
年
一
二
月
二
四
日
民
集
二
二
巻
一
三
号
三
二
五
四

頁
、
ゴ
ル
フ
場
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
河
川
区
域
占
用
許
可
・
東
京
高
判
昭

和
五
一
年
四
月
二
八
日
判
時
八
二
八
号
四
六
質
、
保
育
園
入
所
措
置
・
大
阪
高

決
平
成
元
年
八
月
一

O
日
判
時
一
一
一
言
二
号
三
八
頁
。
否
定
さ
れ
た
も
の
と
し

て
、
ゴ
ル
フ
場
と
し
て
使
用
す
る
た
め
の
河
川
区
域
占
用
許
可
・
東
京
地
判
昭

和
五
三
年
六
月
二
六
日
行
集
二
九
巻
六
号
一
一
七
九
頁
、
横
浜
地
判
昭
和
五
三

年
九
月
二
七
日
判
時
九
二

O
号
九
五
頁
、
保
育
園
入
所
措
置
・
仙
台
地
判
昭
和

六
一
年
九
月
二

O
日
判
時
一
二
一
一
ヱ
ハ
号
六
三
頁
、
同
控
訴
審
仙
台
高
判
昭
和
六

二
年
四
月
二
七
日
判
時
一
二
三
六
号
五
九
頁
、
右
大
阪
高
決
原
審
大
阪
地
決
平

成
元
年
五
月
一

O
日
判
時
一
二
三
五
号
五
九
頁
)
。
ど
の
よ
う
な
湯
合
に
更
新

を
予
定
し
て
い
る
と
い
え
る
か
は
個
別
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
そ
の
結
果
更
新
を
予
定
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
当
該
行
政

行
為
は
期
限
満
了
に
よ
り
当
然
に
失
効
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
依
然

と
し
て
継
続
的
に
有
効
で
あ
り
、
更
新
が
拒
否
さ
れ
て
初
め
て
そ
の
効
力

を
失
う
こ
と
に
な
る
(
そ
の
場
合
の
更
新
拒
否
は
行
政
行
為
の
撤
回
と
構
成

さ
れ
る
。
遠
藤
H
阿
部
編
一
九
四
頁
[
山
内
執
筆
]
、
兼
子
仁
『
行
政
法
総
論
』

一
七
四
頁
。
〉
。



公法判例研究 (2)

公
務
員
の
任
用
に
付
さ
れ
た
期
限
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
一
般
的

に
更
新
(
再
任
用
)
を
予
定
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
諸
般
の
事
情
か
ら
職
員
が
再
任
用
に
つ
き
一
定
程
度
の
期
待
を
も
つ

こ
と
が
無
理
か
ら
ぬ
状
況
が
客
観
的
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
期
待
が

保
護
に
値
す
る
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
肯
定
し
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
事
情
と
し
て
は
、
更
新
回
数

の
他
に
、
当
該
職
の
性
質
(
常
動
的
・
恒
常
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
肯
定
さ
れ

や
す
い
で
あ
ろ
う
)
、
任
用
規
程
等
に
自
動
更
新
条
項
が
あ
っ
た
か
、
再
任

用
手
続
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
過
去
に
お
い
て
職
員
側
が
希
望

す
る
か
ぎ
り
全
員
が
再
任
用
さ
れ
て
き
た
か
、
当
該
職
員
が
再
任
用
拒
否

さ
れ
た
後
に
同
一
の
職
務
に
新
人
が
任
用
さ
れ
た
か
、
等
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
結
果
、
当
該
期
限
が
更
新
を
予
定
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
更

新
拒
否
(
再
任
用
拒
否
)
は
再
任
用
拒
否
処
分
と
し
て
免
職
処
分
に
準
じ

て
考
え
ら
れ
、
相
当
の
理
由
の
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
任
命
権
者
の
再
任
用
に
か
か
る
裁
量
の
幅
は
か
な

り
広
く
、
再
任
用
拒
否
に
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
が
あ
り
違
法
で
あ
る
と

い
え
る
場
合
は
稀
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
一
般
職
の
公
務
員
の
任
用
で
あ
る

以
上
は
地
公
法
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
地
公
法
の
規
定
に
反

す
る
よ
う
な
理
由
で
再
任
用
を
拒
否
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、
平
等
取
扱
の
原
則
(
一
三
条
)
、
成
績
主
義
の
原
則
ご
五
条
)
、
不

利
益
取
扱
の
禁
止
〈
五
六
条
)
に
反
す
る
も
の
、
ま
た
、
思
想
信
条
を
理

由
と
す
る
よ
う
な
再
任
用
拒
否
処
分
は
違
法
で
あ
ろ
う
。

以
上
ま
と
め
る
と
、
一
定
の
事
実
が
認
め
ら
れ
れ
ば
任
用
に
付
さ
れ
た

期
限
は
更
新
つ
ま
り
再
任
用
を
予
定
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の

結
果
、
再
任
用
拒
否
は
免
職
処
分
と
同
視
さ
れ
て
相
応
の
理
由
が
要
さ
れ

る
。
少
な
く
と
も
地
公
法
の
諸
原
則
に
抵
触
す
る
よ
う
な
理
由
に
よ
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
再
任
用
拒
否
は
違
法
で
あ
り
、
当
該
職
員

は
新
た
な
再
任
用
行
為
が
な
く
て
も
当
然
に
再
任
用
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
て
期
限
付
任
用
職
員
と
し
て
の
地
位
が
確
認
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

本
件
で
は
、

Y
に
お
い
て
家
庭
奉
仕
員
派
遣
事
業
は
昭
和
田
三
年
頃
か

ら
継
続
的
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
職
務
は
恒
常
的
な
も
の
と
い
え

る
。
ま
た
、
非
常
勤
の
職
務
で
も
な
い
。
本
件
再
任
用
拒
否
ま
で
は
本
人

が
再
任
用
を
希
望
し
て
い
る
か
ぎ
り
全
員
が
再
任
用
さ
れ
て
お
り
、
十
数

年
継
続
的
に
勤
務
し
て
い
る
者
も
い
た
。
ま
た
、
本
件
再
任
用
拒
否
の
数

日
後
に
は
新
人
が
家
庭
奉
仕
員
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
奉
仕
員
の
再

任
用
さ
れ
る
こ
と
へ
の
信
頼
を
保
護
す
べ
き
場
合
と
い
え
よ
う
。
本
件
家

庭
奉
仕
員
の
任
用
に
付
さ
れ
た
期
限
は
更
新
を
予
定
し
て
い
る
も
の
と
い

え
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
任
用
拒
否
に
は
相
応
の
理
由
を
要
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
本
件
再
任
用
拒
否
は
、

X
の
監
督
者
で
あ
る
社
会
福
祉
事
務
所
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長
が

X
の
再
任
用
を
推
薦
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

X
が
現
市
長
の
非
支

持
者
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
の
理
由
と
し
て
現
市
長
の
独
断
に
よ
り
な

さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
は
、
猟
官
制
を
廃

し
た
地
公
法
の
趣
旨
に
即
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
違
法

で
あ
ろ
・
コ
。

(
1
)
本
稿
で
は
地
公
法
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。
地
公
法
と
国
公

法
で
は
期
限
付
任
用
に
関
す
る
法
制
は
異
な
る
が
、
問
題
状
況
は
共

通
し
て
い
る
。
国
公
法
上
の
問
題
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
さ

れ
た
い
。
浅
井
清
『
国
家
公
務
員
法
精
義
[
全
訂
新
版
]
』
二
六
頁
、

中
村
博
『
(
改
訂
)
国
家
公
務
員
法
』
二
五
六
頁
、
鹿
児
島
重
治
H

森
園
幸
男
H
北
村
勇
編
『
逐
条
国
家
公
務
員
法
』
六

O
頁。

〈

2
)
一
般
職
の
非
常
勤
職
員
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
条
文
は
い

く
つ
か
あ
る
(
二
二
条
一
項
、
二
五
条
三
項
五
号
、
二
八
条
の
二
第

四
項
、
地
方
自
治
法
一
七
二
条
三
項
、
二

O
三
条
)
。
こ
れ
ら
を
根

拠
と
し
て
非
常
勤
の
一
般
職
を
期
限
付
で
任
用
し
て
い
る
自
治
体
も

多
い
。
非
常
勤
で
あ
っ
て
も
一
般
職
で
あ
る
以
上
は
勤
務
条
件
条
例

主
義
が
妥
当
す
る
か
ら
、
そ
の
任
用
要
件
お
よ
び
勤
務
条
件
は
条
例

で
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
自
治

体
で
は
要
綱
に
よ
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
(
例
え
ば
北
海
道
が

そ
の
例
で
あ
る
)
。
こ
の
よ
う
な
任
用
が
地
公
法
上
適
法
と
い
え
る
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の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

(
3
)
こ
の
他
、
特
別
職
の
臨
時
ま
た
は
非
常
勤
職
員
(
三
条
三
項
三

号
〉
の
期
限
付
任
用
も
多
数
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
札
幌
市
で
は

一
般
職
の
期
限
付
任
用
は
存
在
し
な
い
が
、
要
綱
で
特
別
職
の
非
常

勤
職
員
を
一
種
と
二
種
に
分
け
、
前
者
を
高
度
の
専
門
知
識
を
要
す

る
非
専
務
職
に
、
後
者
を
専
門
知
識
を
要
し
な
い
職
に
あ
て
て
い
る
。

老
人
福
祉
法
上
の
家
庭
奉
仕
員
は
後
者
に
含
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
自
治
体
が
期
限
付
で
公
務
員
を
任
用
す
る
場
合
に
、
一
般
職
の

常
勤
あ
る
い
は
非
常
勤
の
期
限
付
任
用
職
員
、
特
別
職
の
臨
時
・
非

常
勤
職
員
の
い
ず
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
が
必
ず
し
も
は
っ
き

り
し
な
い
、
ま
た
は
、
任
用
要
綱
等
に
い
ず
れ
の
身
分
で
任
用
す
る

の
か
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
例
が
少
な
く
な
い
(
竹
下
英

男
「
公
務
に
お
け
る
労
働
契
約
」
本
多
淳
亮
先
生
還
暦
記
念
論
集
『
労

働
契
約
の
研
究
』
六
八
貰
、
吉
田
美
喜
夫
「
公
立
学
童
保
育
指
導
員

の
法
的
地
位
」
立
命
館
産
業
社
会
論
集
二
二
巻
四
号
七

O
頁
。
本
件

が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
例
で
あ
る
J
。
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
に
も
ぴ
っ

た
り
と
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
任
用
が
多
く
の
自
治
体
に
見
ら

れ
、
中
に
は
違
法
と
思
え
る
よ
う
な
任
用
も
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
臨
時
的
任
用
職
員
に
つ
い
て
は
、

明
文
で
そ
の
任
用
要
件
お
よ



び
期
聞
が
厳
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
問
題
は
生
じ
な
い
か
に

見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
更
新
を
一
回
行
な
い
、
一
年

間
継
続
し
て
任
用
し
た
後
、
若
干
の
期
間
を
お
い
て
(
極
端
な
場
合

に
は
一
日
)
、
再
び
同
一
の
職
に
同
一
人
物
を
任
用
す
る
、
と
い
っ

た
運
用
も
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
期
限
付
任
用

職
員
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
よ
う
。

(
5
)
見
上
禁
洋
・
行
政
判
例
百
選
(
第
二
版
)
二

O
一
頁
、
中
西
「
判

批
二
七
五
真
、
渡
部
一

O
二
一
頁
は
、
本
人
の
同
意
は
期
限
付
任
用

を
適
法
と
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
今
枝

信
雄
『
逐
条
地
方
公
務
員
法
[
第
三
次
改
訂
版
]
』
一
七
九
頁
は
、

本
人
の
同
意
の
あ
る
場
合
に
限
り
期
限
付
任
用
は
許
さ
れ
る
と
す

る。

公法判例研究 (2)

(
6
)
郵
便
局
臨
時
雇
に
つ
い
て
の
福
井
地
決
昭
和
四
八
年
三
月
一
二

日
労
旬
九
七
五
号
一

O
四
頁
も
転
化
を
認
め
、
雇
止
に
解
雇
法
理
を

類
推
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
決
定

は
、
非
常
勤
現
業
職
員
の
任
用
の
法
的
性
質
に
つ
き
、
「
勤
務
関
係

形
成
の
端
諸
は
国
家
公
務
員
法
上
の
任
用
で
あ
る
が
、
右
任
用
は
私

法
上
の
労
働
条
約
の
一
方
当
事
者
と
し
て
相
手
方
の
申
し
込
み
に
対

す
る
承
諾
以
上
の
意
味
は
無
」
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
私
法
上

の
契
約
原
理
が
支
配
し
て
い
る
、
と
理
解
し
て
い
る
。
現
行
実
定
法

の
解
釈
に
お
い
て
、
現
業
非
現
業
、
あ
る
い
は
、
常
勤
非
常
勤
を
間

わ
ず
、
公
務
員
の
任
用
行
為
は
行
政
行
為
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
現

在
の
通
説
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
判
決
の
先
例
と
し
て
の
価
値
は
低

い
と
い
え
よ
う
。

(
7
)
最
高
裁
判
決
の
考
え
方
に
つ
き
、
遠
藤
一
三
九
頁
は
、
公
務
員

の
市
民
と
し
て
あ
る
い
は
労
働
者
と
し
て
の
側
面
に
重
点
を
お
き
す

ぎ
て
お
り
公
務
の
担
当
者
と
し
て
の
側
面
を
軽
視
し
て
お
り
、
こ
の

後
者
の
点
の
研
究
不
足
は
学
説
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
、

昭
和
四
十
八
年
、
四
十
九
年
に
お
け
る
公
務
員
の
労
働
三
権
な
ら
び

に
政
治
的
行
為
の
制
限
禁
止
に
関
す
る
判
例
の
大
逆
転
を
生
ん
だ
一

因
を
な
し
て
い
る
、
と
し
て
い
る
。

(
8
)
期
限
付
を
付
す
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
す
る
と
、
次
に
、
当
該

任
用
行
為
全
体
が
違
法
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
期
限
の
部
分
の
み

が
違
法
と
な
り
無
期
限
の
任
用
と
な
る
の
か
、
と
い
う
新
た
な
問
題

が
生
ず
る
。

(
9
)
こ
れ
は
学
童
保
育
指
導
員
(
市
の
要
綱
で
は
そ
の
地
位
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
さ
れ
て
い
た
。
任
期
一
年
。
)
と
の
団
交
を
市
に
命
じ

た
地
労
委
命
令
の
取
消
訴
訟
で
あ
り
、
市
が
団
交
の
相
手
方
た
る
地

位
に
あ
る
か
否
か
、
つ
ま
り
、
原
告
ら
の
労
働
組
合
法
上
の
使
用
者

と
い
え
る
か
否
か
、
が
問
題
と
な
っ
た
。
大
阪
地
裁
は
「
市
と
指
導
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員
と
の
間
の
法
的
関
係
は
私
法
上
の
契
約
関
係
に
基
づ
く
も
の
」
で

あ
る
と
し
て
、
指
導
員
ら
が
公
務
員
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
う
え

で
、
「
地
公
法
に
よ
る
と
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
公
務
員
た
る
職

員
以
外
に
、
私
法
上
の
契
約
に
基
づ
き
職
員
を
採
用
す
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
労
働
組
合
法
は
地

公
法
と
は
別
個
の
立
場
か
ら
、
現
に
実
質
的
に
使
用
従
属
関
係
に
あ

る
当
事
者
を
対
象
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
、
市
が
労

働
組
合
法
上
の
使
用
者
で
あ
る
か
否
か
は
、
市
と
指
導
員
ら
と
の
聞

の
実
質
的
な
使
用
従
属
関
係
の
有
無
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
も
」
の

と
し
、
当
該
事
件
に
お
い
て
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き

判
示
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
吉
田
前
掲
注

(
3
)
六
九
頁
参
照
。

(
凶
〉
特
別
職
の
公
務
員
に
は
地
公
法
の
適
用
は
な
い
か
ら
、
そ
こ
に

支
配
従
属
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
労
働
法
規
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う

指
摘
も
あ
る
(
阿
部
他
一
九
頁
[
阿
部
執
筆
]
、
鹿
児
島
三
七
頁
、

地
方
公
務
員
制
度
任
用
研
究
会
『
地
方
公
共
団
体
の
臨
時
・
非
常
勤

職
員
等
の
身
分
取
扱
』
一

O
頁
)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
期
限
付
任
用

職
員
の
う
ち
特
別
職
の
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
私
的
関
係
説
と
結

論
は
同
じ
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
は
特
別
職
の
臨
時
・
非
常
勤

職
員
に
つ
い
て
も
一
般
職
の
場
合
と
同
様
に
処
理
し
て
い
る
(
前
掲

福
岡
地
小
倉
支
決
、
岡
本
案
前
掲
五
七
年
福
岡
地
判
、
同
控
訴
審
前

掲
六

O
年
福
岡
高
判
、
前
掲
鹿
児
島
地
判
)
。
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本
文
・
注
に
引
用
し
た
も
の
の
他
に
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

青
木
宗
也
H

中
山
和
久
H
室
井
カ
H
竹
下
英
男
『
自
治
体
に
お
け
る
民
間
委

託
・
派
遣
・
臨
職
の
法
的
検
討
』
、
小
原
昇
H

薬
師
寺
克

『
自
治
体
に
お
け

る
非
常
勤
・
臨
時
職
員
の
活
用
と
運
用
実
務
[
増
織
改
訂
]
』
、
前
田
光
雄
「
地

方
公
共
団
体
に
お
け
る
定
数
外
職
員
に
つ
い
て
」
地
方
自
治
三
七
六
号
二
二
頁
、

三
七
九
号
四
一
一
員
、
三
八
O
号
一
七
頁
、
三
八
二
号
二
二
頁
、
金
子
正
史
・
行

政
実
例
解
説
百
選
(
地
方
自
治
職
員
研
修
臨
時
増
刊
恥
8
)
九
九
頁
、
痩
谷
淑

夫
「
判
批
」
判
評
一
七
一
号
(
判
時
六
九
七
号
)
一
四
六
頁
、
中
村
博
「
判
批
」

法
資
七
号
一
六
七
頁
、
山
本
正
太
郎
「
判
批
」
民
商
四
九
巻
六
号
八
六
三
頁
、

宮
川
昭
「
判
批
」
地
方
自
治
四
五
O
号
七
二
頁
、
岡
田
克
彦
「
判
批
」
労
旬
八

一
五
号
五
O
頁
、
梅
津
和
宏
「
判
批
」
昭
和
五
三
年
度
行
政
判
例
解
説
七
六
頁
、

松
尾
邦
之
「
判
批
」
労
旬
一
一
五
五
号
五
六
頁
、
水
上
敏
「
判
批
」
判
タ
七
三

五
号
三
九
二
頁
、
今
泉
光
幸
「
地
方
公
務
員
演
習
講
座
第
一
一
講
|
臨
時
・
非

常
勤
職
員
の
雇
用
等
に
つ
い
て
|
」
地
方
公
務
員
月
報
=
二
九
号
一
六
頁
。


